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告

示

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
医
療
費
指
数
反
映
係
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平
成
三
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
一
般
納
付
金
所
得
係
数
…
…
…
…
…
…
…
一

平
成
三
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数
…
…
…
…
一

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
一
般
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平
成
三
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係

数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平
成
三
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額

調
整
係
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
…
二

平
成
三
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
…
…
…
…
二

平
成
三
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
介
護
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数
…
二

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
介
護
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
…
…
…
…
…
二

大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

指
定
予
定
保
安
林
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

保
安
林
の
指
定
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

解
除
予
定
保
安
林
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

道
路
区
域
の
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

教
育
委
員
会
告
示

県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

県
指
定
無
形
文
化
財
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

大
分
県
告
示
第
五
十
八
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
九
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例
（
平
成
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
十

一
条
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
医
療
費
指
数
反
映
係
数
を
一

と
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
十
九
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
附
則
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例

（
平
成
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
平
成
三
十
年
度

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
一
般
納
付
金
所
得
係
数
を
〇
・
六
九
一
七
七
三
三
一
七
三
一

七
四
と
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
九
条

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
一
般
納
付
金
基
礎

額
調
整
係
数
は
、
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
及
び
標
準
保
険

料
率
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
数
と
し
、
そ
の
数
は
〇
・
八
六
〇
二
二
八
六
〇
七
八
六
一
三
と
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
一
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
九
条

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例
（
平
成
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
十

平

成

三

十

年

第

二

九

五

五

号

二

月

六

日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
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六
条
第
一
項
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
一
般
納
付

金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
を
〇
・
七
と
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
二
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
附
則
第

四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例

（
平
成
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
十
七
条
第
一
項
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
平
成
三
十
年
度

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係
数
を
〇
・
七
〇
六
一

二
一
六
四
一
八
五
四
三
と
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
三
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援

金
等
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数
は
、
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付

金
及
び
標
準
保
険
料
率
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
数
と
し
、
そ
の
数
は
〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
八
四
八
〇
八
と
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
四
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
条

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例
（
平
成
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二

十
条
第
一
項
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
を
〇
・
七
と
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
五
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例
（
平
成
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第

二
十
一
条
第
一
項
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
平
成
三
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る

介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
を
〇
・
六
八
一
三
六
四
二
六
〇
九
四
七
と
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
六
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
一

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
介
護
納
付
金
納

付
金
基
礎
額
調
整
係
数
は
、
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
及
び

標
準
保
険
料
率
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
一
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
る
数
と
し
、
そ
の
数
は
〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
六
四
四
三
五
と
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
七
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
一

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
国
民
健
康
保
険
条
例
（
平
成
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第

二
十
四
条
第
一
項
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
係
る
介
護

納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数
を
〇
・
七
と
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
六
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
リ
ブ
四
日
市

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
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調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
地
域

認
証
年
月
日

宇
佐
市
大
字
四
日
市
千
四
百
四
十
七
番
地
の
四

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
サ
ン
リ
ブ

代
表
取
締
役

佐

藤

秀

晴

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
上
!
原
二
丁
目
十
四
番
一
号

３

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

廃
止
前

四
千
百
十
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
止
後

〇
平
方
メ
ー
ト
ル

４

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日

二

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
一
月
十
七
日

大
分
県
告
示
第
六
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
シ
ョ
ク
西
大
分
店

大
分
市
王
子
西
町
十
一
番
二
十
七
号

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
サ
ン
リ
ブ

代
表
取
締
役

佐

藤

秀

晴

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
上
!
原
二
丁
目
十
四
番
一
号

３

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

廃
止
前

千
二
百
八
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
止
後

〇
平
方
メ
ー
ト
ル

４

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日

二

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
一
月
十
七
日

大
分
県
告
示
第
七
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
リ
ブ
日
田

日
田
市
元
町
百
五
十
六
番
地
の
二

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
サ
ン
リ
ブ

代
表
取
締
役

佐

藤

秀

晴

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
上
!
原
二
丁
目
十
四
番
一
号

３

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

廃
止
前

四
千
九
百
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
止
後

〇
平
方
メ
ー
ト
ル

４

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一
日

二

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
一
月
十
七
日

大
分
県
告
示
第
七
十
一
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



豊
後
大
野
市

平
二
六
・
六
・
一
三

か
ら
平
二
八
・
二
・

一
〇
ま
で

豊
後
大
野
市
千
歳
町

前
田
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

豊
後
大
野
市
千
歳
町

前
田
の
一
部

平
三
〇
・

一
・
二
六

九

重

町

平
二
七
・
六
・
二
か

ら
平
二
九
・
六
・
一

五
ま
で

玖
珠
郡
九
重
町
大
字

田
野
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

玖
珠
郡
九
重
町
大
字

田
野
の
一
部

平
三
〇
・

一
・
二
六

日

出

町

平
二
五
・
五
・
二
八

か
ら
平
二
七
・
三
・

二
〇
ま
で

速
見
郡
日
出
町
大
字

川
崎
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

速
見
郡
日
出
町
大
字

川
崎
の
一
部

平
三
〇
・

一
・
二
六

別

府

市

平
二
六
・
六
・
一
七

か
ら
平
二
八
・
二
・

一
〇
ま
で

別
府
市
大
字
南
畑
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

別
府
市
大
字
南
畑
の

一
部

平
三
〇
・

一
・
二
六

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

大
分
県
告
示
第
七
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

日
田
市
大
字
小
野
字
上
ノ
山
三
〇
八
一
番
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
七
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
本
匠
大
字
上
津
川
字
木
浦
内
一
〇
〇
四
番
一
・
一
〇
〇
五
番
一
・
一
〇
〇
六
番
か
ら
一
〇
〇
八

番
ま
で
・
一
〇
〇
九
番
一
・
一
〇
一
五
番
一
・
一
〇
一
七
番
一
・
一
〇
二
二
番
・
一
〇
二
三
番
一
（
以
上

十
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
九
八
三
番
、
九
八
五
番
一
、
九
八
六
番
、
九
八
七
番

一
、
九
八
七
番
二
、
九
八
九
番
一
、
九
八
九
番
二
、
九
九
一
番
一
、
九
九
一
番
二
、
九
九
三
番
、
九
九
五

番
一
、
九
九
五
番
二
、
一
〇
〇
〇
番
一
、
一
〇
〇
〇
番
二
、
一
〇
〇
一
番
一
か
ら
一
〇
〇
一
番
三
ま
で
、

一
〇
〇
五
番
二
、
一
〇
〇
九
番
二
、
一
〇
一
〇
番
一
、
一
〇
一
〇
番
二
、
一
〇
一
一
番
、
一
〇
一
三
番
、

一
〇
一
四
番
、
一
〇
一
五
番
二
、
一
〇
一
七
番
三
、
一
〇
二
三
番
二
、
一
〇
二
四
番
一
か
ら
一
〇
二
四
番

三
ま
で
、
一
〇
二
九
番

二

指
定
の
目
的

か

ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
七
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四
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産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
大
字
長
谷
字
亀
ノ
甲
四
四
二
九
番
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
四
四
三
〇
番
二
、

四
四
四
四
番
二
、
字
大
須
田
四
四
四
五
番
二
、
四
四
四
七
番
二
、
四
四
四
七
番
三
、
字
尻
無
四
四
五
〇
番

二
二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
大
須
田
四
四
四
七
番
二
、
四
四
四
七
番
三

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
七
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

杵
築
市
山
香
町
大
字
山
浦
字
定
野
尾
一
五
八
三
番
・
一
七
四
八
番
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
七
四
八
番
四
六
、
一
七
四
八
番
四
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

か

ん

水
源
の
涵
養

三

解
除
の
理
由

土
地
改
良
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局

並
び
に
杵
築
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
七
十
六
号

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

解
除
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

杵
築
市
大
字
守
江
字
浜
一
一
六
八
番
二
・
一
一
六
八
番
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
東
部
振
興
局

並
び
に
杵
築
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
七
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
施
行
令
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
事
項

１

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

大
分
市
大
字
馬
場
四
百
六
十
九
番
地

佐
藤

徳
生

大
分
市
大
字
大
平
三
十
八
番
地
の
三

松
本

美
根
雄

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

一
般
国
道
三

二
六
号

豊
後
大
野
市
三
重
町
内
山
字
鳥
居
木
一

四
八
番
二
か
ら

豊
後
大
野
市
三
重
町
内
山
字
鳥
居
木
九

七
番
四
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
七
・
九

〜
一
四
・
二

メ
ー
ト
ル

二
一
七
・
五

後

二
八
・
八

〜
一
五
・
八

二
一
七
・
五

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

一
般
国
道
四

四
二
号

大
分
市
大
字
上
宗
方
字
宮
田
三
八
五
番

六
地
先
か
ら

大
分
市
大
字
市
字
ヅ
シ
田
五
二
四
番
地

先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
一
・
〇

〜

六
・
七

メ
ー
ト
ル

一
、
六
六
五
・
〇

大
分
市
大
字
上
宗
方
字
宮
田
三
八
五
番

六
か
ら

大
分
市
大
字
市
字
ヅ
シ
田
五
二
四
番
ま

で

後

二
六
・
〇

〜
二
〇
・
五

一
、
六
六
五
・
〇

県
道
小
挾
間

大
分
線

由
布
市
挾
間
町
朴
木
字
午
王
六
二
八
番

九
地
先
か
ら

由
布
市
挾
間
町
朴
木
字
弁
財
天
六
三
三

番
六
地
先
ま
で

前

八
・
五

〜

四
・
〇

二
七
八
・
九

由
布
市
挾
間
町
朴
木
字
午
王
六
二
八
番

九
か
ら

由
布
市
挾
間
町
朴
木
字
弁
財
天
六
三
三

番
六
ま
で

後

一
六
・
三

〜

九
・
〇

二
七
〇
・
〇

県
道
円
座
中

中
津
市
三
光
上
深
水
字
小
川
内
陰
二
五

九
五
番
二
地
先
か
ら

中
津
市
三
光
上
深
水
字
梨
ノ
木
田
二
一

一
七
番
一
地
先
ま
で

前

一
五
・
七

〜

五
・
六

七
四
三
・
五

中
津
市
三
光
上
深
水
字
小
川
内
陰
二
五

九
五
番
二
か
ら

中
津
市
三
光
上
深
水
字
梨
ノ
木
田
二
一

一
七
番
一
地
先
ま
で

後

四
〇
・
三

〜

八
・
四

七
四
三
・
五

大
分
市
大
字
馬
場
四
百
八
番
地

船
瀬

一
夫

２

加
入
区

神
崎
加
入
区

３

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

㈠

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

㈡

大
分
市
大
字
馬
場
四
百
二
十
九
の
二

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
神
崎
取
次
店
事
務
所

大
分
県
告
示
第
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

六



津
線

中
津
市
三
光
上
深
水
字
咄
し
二
一
一
六

番
八
地
先
か
ら

中
津
市
三
光
上
深
水
字
奥
畑
一
九
八
五

番
四
地
先
ま
で

前

九
・
一

〜

五
・
六

一
八
二
・
一

中
津
市
三
光
上
深
水
字
咄
し
二
一
一
六

番
八
か
ら

中
津
市
三
光
上
深
水
字
奥
畑
一
九
八
五

番
四
ま
で

後

三
七
・
〇

〜

九
・
一

一
八
二
・
一
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!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
糸
原
杵

築
線

杵
築
市
大
字
大
内
字
塩
浜
七
七
〇
一
番

三
か
ら

杵
築
市
大
字
大
内
字
塩
浜
七
七
〇
二
番

三
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

一
三
・
五

〜

七
・
七

メ
ー
ト
ル

四
六
・
五

後

一
九
・
三

〜
一
三
・
五

四
六
・
五
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
三
二
六
号

豊
後
大
野
市
三
重
町
内
山
字
鳥
居
木
一
四
八
番
二
か

ら豊
後
大
野
市
三
重
町
内
山
字
鳥
居
木
九
七
番
四
ま
で

平
三
〇
・

二
・

六
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
糸
原
杵
築
線

杵
築
市
大
字
大
内
字
塩
浜
七
七
〇
一
番
三
か
ら

杵
築
市
大
字
大
内
字
塩
浜
七
七
〇
二
番
三
ま
で

平
三
〇
・

二
・

六

○
教
育
委
員
会
告
示

種

別

名

称

員

数

時

代

所
在
の
場
所

所
有
者

建

造

物

馬
溪
橋

一
基

大
正
十
二
年

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字

平
田
字
上
町
地
先
か
ら

大
字
戸
原
字
大
塚
地
先

中
津
市

大
分
県
告
示
第
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

に
掲
げ
る
文
化
財
を
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

平
成
三
十
年
二
月
六
日

七



絵

画

絹
本
著
色
十
一
面
観
音
来

迎
図

一
幅

室

町

時

代

（
十
五
世
紀
）

国
東
市
国
東
町
横
手
八

三
七
八
番
地

神
宮
寺

紙
本
著
色
隠
元
・
木
庵
・

即
非
三
幅
対
像

三
幅

寛
文
元
年

大
分
市
田
室
町
九
番
六

一
号

長
福
寺

彫

刻

木
造
観
音
菩
薩
立
像

一
躯

平
安
時
代
後

期
（
十
二
世

紀
）

国
東
市
安
岐
町
両
子
一

五
四
八
番
地

両
子
寺

石
造
地
蔵
菩
薩
坐
像

一
躯

応
安
元
年

豊
後
高
田
市
田
染
蕗
二

三
九
五
番
地

富
貴
寺

古

文

書

古
後
文
書

三
七
点

戦

国

時

代

（
十
六
世
紀
）

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
粟

野
一
四
一
四
番
地

古
後
粒
勝

元
重
文
書

七
四
点

南
北
朝
時
代

〜
明
治
時
代

宇
佐
市
大
字
高
森
字
京

塚

大
分
県

考
古
資
料

四
日
市
遺
跡
木
棺
墓
出
土

品

四
一
点

平

安

時

代

（
九
世
紀
）

大
分
市
牧
緑
町
一
番
六

一
号

大
分
県

歴
史
資
料

島
原
藩
領
田
染
組
村
絵
図

一
三
舗

天
保
七
年

宇
佐
市
大
字
高
森
字
京

塚

豊
後
高
田

市

宇
佐
神
宮
神
能
明
覧

三
冊

寛
文
八
年
〜

昭
和
十
九
年

宇
佐
市
大
字
南
宇
佐
二

八
五
九
番
地

宇
佐
神
宮

紙
本
著
色
文
殊
仙
寺
境
内

図

一
点

江
戸
時
代
前

期

国
東
市
国
東
町
大
恩
寺

二
四
三
二
番
地

文
殊
仙
寺

豊
後
国
速
見
郡
鶴
見
七
湯

廼
記

二
帖

弘
化
二
年

宇
佐
市
大
字
高
森
字
京

塚

大
分
県

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

名

称

所

在

地

実
施
者

実
施
の
場
所
及
び
期
日

御
嶽
流
奥
畑
神
楽

豊
後
大
野
市
三
重
町
奥
畑

御
嶽
流
奥
畑

神
楽
保
存
会

豊
後
大
野
市
三
重
町
奥
畑

熊
野
神
社
ほ

か毎
年
三
月
、
四
月
及
び
九
月
か
ら
十
一
月

ま
で
の
祭
礼
期

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
文
化
財
を
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
）

平
成
三
十
年
二
月
六
日

八


